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食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質 

の試験法の一部改正について 

 

 

今般、農薬、飼料添加物及び動物用医薬品に関する試験法に係る知見の集積等を踏

まえ、「食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験

法について」（平成１７年１月２４日付け食安発第０１２４００１号当職通知。以下「試

験法通知」という。）の別添の一部を下記のとおり改正することとしたので、関係者

への周知方よろしくお願いする。 

 なお、改正後の試験法を実施するに際しては、試験法通知別添の第１章総則部分を

参考とされたい。 

記 

 

１．目次を別紙１のとおり改める。なお、改正部分を下線で示す。 

２．第 1章総則の４．試料採取 （１）中「420 μm」を「425 μm」に改める。 

３．第２章一斉試験法の「HPLC による動物用医薬品等の一斉試験法Ⅰ（畜水産物）」

の別表を別紙２のとおり改める。なお、改正部分を下線で示す。 

４．第２章一斉試験法に別紙３のとおり「HPLC による動物用医薬品等の一斉試験法Ⅲ

（畜水産物）」を加える。 

５．第３章個別試験法の「オキシテトラサイクリン試験法（農産物）」を別紙４のと

おり改める。なお、改正部分を下線で示す。 

６．第３章個別試験法の「クリスタルバイオレット及びメチレンブルー試験法（畜産

品）」を別紙５のとおり改める。なお、改正部分を下線で示す。
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別紙１ 

目 次 

 
第１章 総則 
 
第２章 一斉試験法 

・GC/MS による農薬等の一斉試験法（農産物） 
・LC/MS による農薬等の一斉試験法Ⅰ（農産物） 
・LC/MS による農薬等の一斉試験法Ⅱ（農産物） 
・GC/MS による農薬等の一斉試験法（畜水産物） 
・LC/MS による農薬等の一斉試験法（畜水産物） 
・HPLC による動物用医薬品等の一斉試験法Ⅰ（畜水産物） 
・HPLC による動物用医薬品等の一斉試験法Ⅱ（畜水産物） 
・HPLCによる動物用医薬品等の一斉試験法Ⅲ（畜水産物） 

 
第３章 個別試験法 

・ ＢＨＣ、γ－ＢＨＣ、ＤＤＴ、アルドリン及びディルドリン、エタルフルラリン、エトリ

ジアゾール、キントゼン、クロルデン、ジコホール、テクナゼン、テトラジホン、テフル

トリン、トリフルラリン、ハルフェンプロックス、フェンプロパトリン、ヘキサクロロベ

ンゼン、ヘプタクロル、ベンフルラリン並びにメトキシクロール試験法 
・ ２,４－Ｄ、２,４－ＤＢ及びクロプロップ試験法 
・ ２,２－ＤＰＡ試験法 

・ ＤＣＩＰ試験法 

・ ＤＢＥＤＣ試験法 

・ ＥＰＮ、アニロホス、イサゾホス、イプロベンホス、エチオン、エディフェンホス、エト

プロホス、エトリムホス、カズサホス、キナルホス、クロルピリホス、クロルピリホスメ

チル、クロルフェンビンホス、シアノホス、ジスルホトン、ジメチルビンホス、ジメトエ

ート、スルプロホス、ダイアジノン、チオメトン、テトラクロルビンホス、テルブホス、

トリアゾホス、トリブホス、トルクロホスメチル、パラチオン、パラチオンメチル、ピペ

ロホス、ピラクロホス、ピラゾホス、ピリダフェンチオン、ピリミホスメチル、フェナミ

ホス、フェニトロチオン、フェンスルホチオン、フェンチオン、フェントエート、ブタミ

ホス、プロチオホス、プロパホス、プロフェノホス、ブロモホス、ベンスリド、ホキシム、

ホサロン、ホスチアゼート、ホスファミドン、ホスメット、ホレート、マラチオン、メカ

ルバム、メタクリホス、メチダチオン及びメビンホス試験法 
・ ＥＰＴＣ試験法 

・ ＭＣＰＡ及びジカンバ試験法 

・ Ｓｅｃ－ブチルアミン試験法 
・ アクリナトリン、シハロトリン、シフルトリン、シペルメトリン、デルタメトリン及びト

ラロメトリン、ビフェントリン、ピレトリン、フェンバレレート、フルシトリネート、フ

ルバリネート並びにペルメトリン試験法 

・ アシベンゾラルＳメチル試験法 

・ アジムスルフロン、ハロスルフロンメチル及びフラザスルフロン試験法 

・ アシュラム試験法 
・ アセキノシル試験法 

 



・ アセタミプリド試験法 

・ アセフェート、オメトエート及びメタミドホス試験法 

・ アゾキシストロビン試験法 

・ アニラジン試験法 
・ アミトラズ試験法 

・ アラクロール、イソプロカルブ、クレソキシムメチル、ジエトフェンカルブ、テニルクロ

ール、テブフェンピラド、パクロブトラゾール、ビテルタノール、ピリプロキシフェン、

ピリミノバックメチル、フェナリモル、ブタクロール、フルトラニル、プレチラクロール、

メトラクロール、メフェナセット、メプロニル及びレナシル試験法 

・ アラニカルブ試験法 
・ アルジカルブ、エチオフェンカルブ、オキサミル、カルバリル、ピリミカーブ、フェノブ

カルブ及びベンダイオカルブ試験法 

・ アルベンダゾール、オキシベンダゾール、チアベンダゾール、フルベンダゾール及びメベ

ンダゾール試験法 
・ アンプロリウム及びデコキネート試験法 
・ イオドスルフロンメチル、エタメツルフロンメチル、エトキシスルフロン、シノスルフロ

ン、スルホスルフロン、トリアスルフロン、ニコスルフロン、ピラゾスルフロンエチル、

プリミスルフロンメチル、プロスルフロン及びリムスルフロン試験法 
・ イソウロン、ジウロン、テブチウロン、トリフルムロン、フルオメツロン及びリニュロン

試験法 
・ イソフェンホス試験法 

・ イソメタミジウム試験法 

・ イナベンフィド試験法 

・ イプロジオン試験法 

・ イベルメクチン、エプリノメクチン及びモキシデクチン試験法 

・ イマザモックスアンモニウム塩試験法 

・ イマザリル試験法 

・ イマゾスルフロン及びベンスルフロンメチル試験法 

・ イミノクタジン試験法 

・ イミベンコナゾール試験法 

・ インダノファン試験法 

・ ウニコナゾールＰ試験法 

・ エスプロカルブ、クロルプロファム、チオベンカルブ、ピリブチカルブ及びペンディメタ

リン試験法 

・ エチクロゼート試験法 

・ エチプロール試験法 

・ エテホン試験法 
・ エトキサゾール試験法 

・ エトキシキン試験法 

・ エトフェンプロックス試験法 

・ エトベンザニド試験法 

・ エマメクチン安息香酸塩試験法 

・ エンロフロキサシン、オキソリニック酸、オフロキサシン、オルビフロキサシン、サラフ

ロキサシン、ジフロキサシン、ダノフロキサシン、ナリジクス酸、ノルフロキサシン及び

 


